
 

中小企業緊急雇用安定助成金の対象となる 

教育訓練のご案内 

ハローワークへの申請書類作成のお手伝いも 

契約後、即日対応できます！！ 

 
 
 
 
 ◆中小企業緊急雇用安定助成金制度とは 

景気の変動など、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、その雇用する労働者を 

一時的に休業、教育訓練又は出向させる事業主の方に対して、休業等に係る手当、出向に係る賃金等の負担の 

一部を助成することにより、労働者の失業の予防その他雇用の安定を図る目的で制定されています。 

 

 ◆休業、教育訓練の場合 

  ①休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の 5分の4（上限あり）。 

  ②教育訓練を実施した際は教育訓練費として１人 1 日 6,000 円が①に上乗せされます。 

  
教育訓練のメリット 
①普段できない訓練実施により、通常業務を見直す機会ができ、従業員の意欲向上につながる。 

②休業を実施することに伴いがちなマイナスイメージがない。 

③景気回復後の事業展開に備えることが可能。 

 

 

  

     
既に山梨県内の製造業２社において実績があります！ 

◆品質管理教育   ◆コンプライアンス（法令遵守）教育 

サン・グローバルがお手伝いします。 

 

 

 

 

短期から長期まで

休業日の日数に 

対応可能です。 

最小開催人数に

満たない場合は

ご相談下さい。
①教育訓練内容の提案 
②教育訓練期間の設定 
③講師の派遣 

教育訓練内容（サンプル） 

中堅社員教育 品質管理教育 個人情報保護教育 ISO 入門セミナー 

中間管理職教育 生産管理教育 5S 生産性向上教育 ISO 内部監査員養成セミナー 

幹部役員教育 労働安全教育 情報セキュリティ教育 ISO内部監査員レベルアップセミナー 

社長・経営者教育 コスト削減教育 環境コスト教育 ISO 管理責任者セミナー 

後継者教育（事業継承） 食品安全衛生教育 顧客満足（CS）教育 ISO 経営者・役員向けセミナー 

新入社員教育 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ，CSR 教育 TOC/JIT 他  

 上記以外にも企業のニーズを伺い、カスタマイズした出前セミナー、教育・育成カリキュラムをご提案致します。 
各分野とも豊富な経験を持ち定評のある講師を派遣いたします。 

多彩な教育メニューから、貴社オリジナル教育メニューを作成できます。 

 

〒400-0858 山梨県甲府市相生 1-7-3 

tel:055-233-3130 fax:055-220-1353

main@3gc.co.jp   http://www.3gc.co.jp 


